
長浜市長 浅見 宣義 様

垂
日

町災危坤官嬰局|     (必下ムとする)

防災危警管理局      (以 下Bと する)

私共は、いずれも長浜市防災危機管理局の職員として勤務しております。
今般、長浜市議会議員である押谷典茂繭議員 (以下「才T谷議員」といいます。)

から、当市と妙高帝とのF日日お令和4年 2月 14日付で締結された災害時相互応援協
定に関連して、同議員が妙高市に「ハナミズキ」の寄贈を申し入れ、これを実現す
るべく、私共に対し、執拗な呼び出しや申し入れを繰り返し、その過程で、議員と
職員間o通常の遣り取りからかけ離れていると言わざるを得なぃ暴言や桐喝を受け
ていることについて、以下のとおり説明させてぃただきます。

本件の経過について  '
本件の経過は以下のとお りです。

「

① ,(録音 1‐ )令 不日4年 3月 31日 (未)午後 2時 44分、当局の固定電話に才甲

谷議員から着信があり、Aが対応しましたも          '
押谷議員にょれば、「妙高市との樹木の相互贈呈について話をまとめてきたと

事務所に来るように。」とのことでしたと
前甲 (3月 30南 (水))、 押谷議員からAに、「妙高市の応援協定の証とし

て樹本を贈呈したドといぅことなので、何か考えておけど」とぃぅ短い電話が
あり|ま したが、同議員が「相互贈呈の話」を「まとめてきた」、などと言われ

…ても、何のことかゎかりませんでした。
② (録音号) Aは一旦電話を功り、市景に電話の内容を報告したうえ、年後2
時59分に坪谷議員に電話をし、「通達により事務所に行くことができません。
市役所で話をお聞きできませんか。」旨を告げました (市長就任後あ通達で職
員が特定の議員と庁舎外で接触することは禁じ:ら れていますど)。 すると沖谷
議員は、「そんなら防災無線取つてくれや。」と言われ (後記⑥参照)、 また、
庁外での議員との面談が禁じられていることについて、「何ぬかしてけっかん
ねん」など汚い言葉お

「
市長を藻り返し罵り、また、自分 (押谷議員)と の話を

巳
ＩＸ

＋
下 止

口

1

-1-



市長に報告すると言つたAに対しても、「あほ」「市長が死ねゅうたら死ぬん
かい6忠犬ハチ公と」などと)F難ゐ言葉を繰り返しギ「いくらでも問題提起す
るぞと」「市長がアホ言うんやったら、防災無線取ってくれや。」などと一方

的に言つて電話を切られました。

o そっ後、妙高市の日1船彦課長に牛認の電話をしたと
kこ

ろt同課長は、「と

ちらは、『長浜市からハナミズキが贈られるのでお返しを送るように』と妙高
市長から言われた。そこで寒椿を贈ることに決めiた。」旨のお話でした (つ ま

り、 f贈呈」は押谷議員から出た話だという説明でした。)。

④ (録音3)同 日午後3時 26分、押谷議員から当局の固定電話に連絡があり、
Aが対応しました。
「バナミズキは森林組合に頼んで手配済みである。請求書が送られてくるので

対声するよ?に O」 とされ々,えて通達のことで再び怒りをぶつけられ、罵ら

れました。明朝事務所に来るようにと言われましたがお断りすると、一方的に

電話を功られました。―

⑥ (録音4)1同 日午後4時 25分、
~再

び押谷議員からAあてに電話がありまし
た。|

私 (A)が電話に出るなり、 「もうええど銭もいらん6俺がやっとく。てあ

えらええ加減にさらせ !」・などと言い、私が市長に説明した内容について怒り

をぶつけられi「市長に説明する前に、説明の仕方を自分に相談しろ。」など

と言われました。「今晩でも携帯に電話する。」と言い、「携帯に出ないよう
|に言われてまして。」と言い力Чすると、す方的に電話を切られました。

⑥ (録音o)1同 i日 年後4時 38分、押谷議員から「電話してくれ」をの連絡が

あり、 (録音6)午後4時 3,9分にAか ら電話連絡しました。押谷議員は、「も

うええわ。」「無線の中継局のため無償で土地を貸しているが撤去して返して

くれb」 と言い(「そんなこと言われたら困るやろをお前らがそのねた作うて
るんや。

―
」「明日電話してこい。」とのことでし4。  |  : |

⑦ 翌4月 1日 (金)、 前日の経過を市長に報告しました。市長から「妙高市との
関係で力添えいただいたことは感謝する。ただし、今後は事前に防災危機管理

月に連絡していただきたいも」と伝えるよう指示されましたЬ  :
③ (録音7) 向日年後 1時 15ノガ＼、当局の固定電話からAが押谷議員に電話連

絡しました。上記⑦を押谷議員に伝えたところ、次のような発言があ!り 、す方

的に電話を切られました。              
「

「    砂 高市の俗務課長と思われます。)と 話した。もういい。」
「4月 の委員会でバンバン言らたる。とことんやったる。覚えとけと」
「これはパフィヽラちゃうぞ。お前を育てたらなあかんのやど」
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「 (市長に)高いとこか ら上から目線でしゃべるな言 う
°
とけ。」

「

=前
に言う!てほしからたちて、お前らが動かんかいや。」     :、

「お前は洗脳されてャヽるbォゥム真審勢みたいなも
～
やで9」   ‐

「とこどんやらたるから覚えとけよ!」

⑨ 同日午後1時 20分(Aから妙高市に電話し、総務課の職員の方から次のよ
うな話を聞きました。 

｀ i
「押谷氏が4月 20日 にハナミズキ20本を持ってこられると聞いている。市
長は年前19時～午後1時の時間を敗らた1 4日 に再度連絡がくるも」

「押谷曝の寄贈か、長浜市の寄贈かは不明。確認してみる。」
(その後にヽ「確認が取れていない。」との連絡がありました。)

⑩ (録音8) 同日午後 11時 24分、押谷議員から4あてに電話がありましたЬ
IAが竜誌に出るなり(!「極論苺けどな、市長が死ね言うたら死ぬんかい5」
「ア示。」「ばけたこと言うたどあかんでお読。」などとまくしたてながと、
藤井元市長が妙高市長と親 しかうた旨を私 (ム )が市長に報告したことをなじ

るなどし、私 (A)か ら答えようとしても大声を出して話させようとせず、最
後には「俺んとこに来いや !」 と言い、何うことができない旨答えると、「な
んであかんねん。わしは■般人とちゃうど。あほかvⅢ l今度委員会で聞くど。
な
～
でや、1」 などと言い、本が答えようとすると「もうええ。後で電話するわ。」

と、下方的に電話を切りました。         _     ヽ

① (録音0) その7分後 (13時 31分
)、 才甲谷議員から4わてに電話か入り

ました。別の職員が「月llの電話に出てぃるJ旨答えると、「電話せえ言え。会
社に。」と言いました。l i l

⑫ (録音10) Aは、別の電話が終わうてすぐに上記①の伝言を聞き、押谷議
:員に電話をしました (年後 1時 34分 )。

押谷議員は電話に出るなり、「お前なあ、ちょっと間違うたら―あかんで。」
とし、上記⑦の市長からの伝言に紺して怒り:をぶつけ続け、「理解できたか。
理解できんかったら教えたるから俺んとこ来いや。」などと言いました。「今
後、お前ィも今後3年か4年か5年かある

～
やで、部長で替わっていかなあかん

ときに損するでどあかんで、来いよ言うてるんで。・」などと言いながら、さら
に市長への批辛Jを続けました。具体的に記載するのも1障 られる内容でしたが、
「あほかいと!」 「白か黒かしかしたことない。J:「なに考えてけつ分んねん。」
などの言葉が繰り返されました。                    ′
またぐ f防災に攻めることいくらでもあるぞ。」「けど(わしゃせんがな。

協力したっとるがな。」「な♂)に、今にわかにならた市長にごますうてなよ。」
などとも言われました6    _       |       「
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私 (A)には「パフィヽラしてるわけちゃうで。教えたつてるんじゃ。」など

と繰り返しましたが、頻繁に電話をかけてきて|(あ るいは電話を要求して)、

同じようなことを繰り返し言われ続け、「〈自分の言うことを)わかつたか。」
と繰り返し問われ (`自 介に忠誠するかどうかの踏み絵を強制されているょうに

感じました。)、 そして、「わからな力|っ たら会いに来い」と通達八の違反を

求められ続けることは苦痛という他ありませんでした。

何年も前に、自分 (A)が押谷議員に注意されたこと (内容はよく覚えてい

ません)を 自分 (押谷議員)のメ■に書いてあるなどと何度も言われることも｀
苦痛そした。    |
「『 (押谷議員が)することしてやつてはります3他の議員と同じや思ったら

夫間違いでうせ』と浅見に言うとけも」と言われましたとAから押谷議員に尋´

ねようとしたことがあうたのですが、口を開きかけた途端(「ほな来いや。」
と、ぃぅて上方的に電話が切れました。   i

① (録音11) 同日午後 2時 3分、 (録音 12)午後 2時 28分に、押谷議員
からAあてに電話がありました。いずれも席を外していました。

⑭ (録音13) 同日年後2時 30分に再び押谷議員から電話があり、1対応した

職員に、「来んでもええぞ。来ると思うて待うとったけど来んさかいにて言う
といて、Aにと」とし、職員が答えようとすると、「ほなAに電話させて。」
と言つて電話が切れました。 (録音14)1分後 (年後2時 31分)に も(「来
んでもええ。」 と電話があ りま した。

① (録音15) 同日年後3時 55分(Aが席に戻り、押谷議員に電話をしまし

た。Aか ら、「何とか●20本を10本ではだめですかと」と申|し ました。押

谷議員が「なんぼまで銭あるんや:」 と言い、Aは 「10万です。」と言いま
した。議員は「ほな、お前が持つてつてくれるんかぃ。 2o日 に。」と尋―ね(ア

.Aか ら予定を見てみるとしました。

⑩ (録音16)同 白午後・4時 27分(Aから押谷議員に電話しました。自分 (A)
が行かせでもらおうと,思 う旨を話し、1次のように伝えました。
i費用を池せるのは会計基準で10万円未満

.(こ
こで「10万円」としているのは、ハナミズキの調達について、私 (A)

「の判断でl辻有意契約ができる限度額がこの金額であることによるものです。)。

・市が寄贈するので、Aが直接妙高市に持参します。現地に午後2時にて。

押谷議員とは別行動させていただく。         : ,   「

押谷議員は(「はな俺が寄付するわ。お前は聞かんかったことにすればええ。j

などと言われましたが、「ほな苗木代として10万、消費税は別やで。」と言
われました。Aが 「細かいこといって申しわけないけれど、10万円未満なのi
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―
でど?万 9999円まででないと。」とヤIう と、「ほなお前が1万円自腹切れ
や。」などと言われましたが、結局「わかつた。積んで行つたらそんでええね
ん。Jと し、「ほな9万 0000円で書いてもろうて」旨言われました。

① (録音17) 同日午後4時 37分、Aから押谷議員に電話連絡し、「9万 9

000円で請求書を送る。」ということになりました。
(10本になることは妙高市に連絡していません。連絡するまでの間に、後記
⑬のとおり、話が覆ることとなりました。)  .         :

⑬ 以上め次第で、本件は解決したもあと恵っていたのおすが、すぐに表される
ことになりました。        .
: 週が明けた4月 4日 (月 )午前11時こぅ、押谷議員から会派室に呼び出し
があり、Aと BIが 向かいました。

押谷議員?中に1日B議員、日 議員がゃられましたと

⑩

その場で押谷議員は私共に対し、           ‐ .
イあほしゃべってなく市長のかばん持ちか ?も   |
「市長の言うことばっか聞いてたらあかんぞ。」      |
「藤オ市長のこと、なんでしゃべつた。」    '     |
「6月 議会で徹底的にやうたるぞ。」 |

などと、1大声で怒鳴りつけられました。同様の言葉を何度も繰り返卜し、約 1時
間にわたって罵られました。他の議員もいるところで理不尽に面蔦されること
は、!屈辱とぃう他ないものでしたも
Aは、手0日 から数日間、夜も殆ど眠れなくなり、人事課が実施してしヽるメ

ンタル相談を受けることになりました。! r    l
そして(4月 7日 (本)午前、押谷議具から邸あてに電話がありました。ハ

ナミズキの価格は1本 8700円で20本、「市で出すん分はAと Bで払うと

けよ。」と言われました。  r l   ■ |        ―

上記⑩の内容を全く無視したものでした。もともと、昨百言ちていたことと
全くi違 う.こ とを(何もなかったかのように言い出すことがある:人

で、′A、 うと
も:!「またか。」と思いましたが、寄贈ゐ話自体は既に進んでいて取りやめるわ
けにもいかない状況でした。       ,    I     :     |

4月 11日 (月 ) 押谷議員からBあてに、「請求書取りに来い:」 との電
話がありました。 !  ―           |     :!
Aは、総務部長及び総務部次長と協議し、担谷議員のいう「森林組合」すな

つち滋賀北部森林組合浅井事業所と、課長決裁にて、随意契約により樹木20
本分 (19万 6900円 )を購入することで整理することとしました。 |
上記のとぉり、樹木の寄贈は長浜市が決定したものではなく、いゎば押谷議
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員が独自に決めてきたもうですが、協定を締結した妙高市との関係もあり、そ
の全額を市において負担することとし、かつ、ハナミズキの植樹適正時期は4

月中であることから早期手配が必要であること、まとまうた本数を手配するこ

とが可能であるとの理由で、1上記随意契約を締結することとし々 次第です。
① 以上の経過のもと、4月 20日 (水)に Bがもう1名 の防災危機管理局職員

,と 恭に妙高市を訪問し、同市長にハナミパキ お々渡ししまし■。沖谷議員、B
謗 景屯南席していま|た 6

② 4月 22日 (金)に滋賀北都森林組合婢井事業所から請求書が層き、5月 1

8日 (水)に支出しました。

本件の経過は以上のとおりですと

2 押谷議員の本件における職員への執拗な電話、通達があることを知ったうえで
の事務所への呼び出し、さらには会派事での長時間における詰問や非難を行った

行為は、議員と職員との通常の関係を蓬分に超えたrⅢ ラスメンタトであり、さらに、
議会における質問権等を背:景にした脅しと感じました。      1
また、最終的には、両市の友好に関わることでもあることから、長浜市から妙

高市べの寄贈を行うこととしましたが、両市間の物品の寄贈という案件でありな
がら、4町で妙高市長との間で寄贈の話をし、所要の手続を踏むこと:な く物:品 を

発注して負担を求めるという行為には問題があると考えますを i

令不日5年 3月 4日
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妙高市との樹木相互贈皇 (令和 4年 4月 )に関しての押谷果茂嗣議員の動き

概略       | |:  |    :     i:   |   ・  ―
ヨ妙高市とは押谷典茂嗣議員が視察1主待かれたことを契韓として、令和4年 2月 に災
書時押互ヽ浅協走を締結与た。

イ
:    !!|            ―

■令奉1イ 年9月!末に押谷議員.から「妙高市が拶定の記として雪椿を寄帝したとヽ1言っ
ているのでお返しを準備するように」との連絡が入るbl  l   !  |ヽ    |
日
拌烹市呼伴弔する|「長拝市からハナミズキを送ること|こなうたと押蓉義員から藷が
あつた」との事。1防炎危機管理局とじては全(関矢「してぉらずt猥谷議員か瓶断で樹
木(ィ ナヽミズキ20本 )を長浜市から寺贈する話を進あてし`る扶れか分からたと|―

|そ
の後fよ、防失危機管理劇■白に対し、幸丸拗な竜話、萎員会室、ま継訴太あ岸び:

中|がつフヽ手の件今自分?:患うよう|;全引|こ勧めようときれた。そあ商のおり贔うiよ

′下ワ′▼

=超

え,■しと1曙じる毎な言動がぁらた。(詳細は以下

'i    

―

テ : た . :        .    1           :    `       .      
―  ―

   ―

亭終的11は可f?凍簿11申おo話しと

煤 :と扇岳長竺       |(岳琴市小ナ|ズキ20本、妙高市雪管?0!|

ことと書●たハナミズキ201本は押谷議員が防柴危幹管I里馬のT解も得ないま声、発
津するなどめ問題行動もあったと | :      ャ  |

政|〔 対応記採を言こ手!
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対応記録

:対応議員 押谷典茂嗣議員      I   . :  ・    : |
日対応者 al l  !・   i!  ― ―   :      「 ― ●
g令和4年 3月 31日 固定電話(内線3931´ )I手て対応‐相手方携帯       ■
H要点1抄言市との災害時相耳応援協定にかんヽる樹木の本R享贈畢に?いて話をまr

めてきたので事務F~斤に来るようにと言われたが、通達により行くことtよできな :
、いと伝えたところ激怒。神谷議員の所有分山1地に設置している防災無線の中
1攣局9撤去を持ち騨さ4るェ I l  f■      : !|   

―

※3月 39日 に押谷議員が妙高希長を訪関し〔苗談された■で樹未贈呈の藷
11を経あられたI  I・ : |':|‐ , i tl :|    

― ■

i01444薗定雫語3334で受診 |′ ネ ■   _.  :-  1     .
押会議鼻)妙喜市上の災安時相互痣俵協定の記として妙高市から雪椿を送ること

となうたとお`返しに
'ヽ

チI焚キを送るょう用意し々とこのことを議したいので事務所に
来るょう1こと※妙高市を訪聞され入村市長と話をされたとのこと。| :   !|
→し|うたん電話を切り、市長に報告 ●  I  ‐i   _ : :  ■

014:59固定電話3831で発信   |        _      _
日■,)連導に|り言警F~斤に行くこ|はできなしヽ。1長に寺抄高市|の協走iこっぃては

語学々 |た。i市役F~晴講を晦|す挙し,か ,|:―

!i:ミエ とな1法とら五t上 :な的に当押谷氏)※激高され、汚い言葉ヽ 使いなが
話を切られると    ―  ■|   :ヽ   |     :「

鳴  諸噺 黎 堪 ∴ 議ぉこと差送竜
ようにtと言われた,そこで寒椿を送ると決めたも:            ! !

015:?9回東電話に着信            「  |      ‐
押谷)ハチミズキは森林組合に頼んで手呼■も藷:本書が送られてくるので対応するよ
うに。ド

～
議鼻|の導押な甲俸椿築?導導のことで怒りを誉つけら■、再康りあ|る言

葉を吐かれる。～   .: |: |  .●
~明

卓月事務所に来るようにいわれたが断ると、怒つて電話を切られると
―

旱鷲翡看買事尋:曇最守:二4,T守∵
:   |  ヽ,l   r2 1  ‐

=9-



無線の中継局のため無償で土地を貸しているが撒去してかえしてくれとそんなことい
われたら四るだろう。夜ヶ―タイに電話するので出ろも       :    ■
⇒それも禁止されていると伝えると■方的に電話を七刀られる。      |

押谷氏お言動|     :    t
B何執市長に話をしたのか。まどまるものもまとまらない。なんでも市長に話をするの|

はあかんも市長に二う言う:と相談しろ。         i!| .
1市長が死ねというたら死ぬんか?忠犬ハチ公か       , f
iわしIまとととん卒ったるぞ。6月議会をみてし`ろき !  |  

―
 |   |｀

1自黒しかつけん奴まだ1か月もたちていなぃ。わぃは何年もやうてきた。
など       .  :

令不口4年4月 1日 ‐

O対応記録を市長に確認してもらう。
i市

長指示   'I
と たこと

ていただきたい」と伝えること

01,:10～固定電話内線3330からケ‐タィに連絡して上記旨を伝える。   |
以下 :押谷氏     ‐ :・   ■i   ―   !
ra■■L     総務課長と意われる)と話しじた9もぅぃぃ!

「事1前に言つてIましかったて、お前らが動かんはかいや。 |        ●
・4月 の委員会でようけ聞いたる。とことんゃったる見えとけ6これはパワハラちやうぞ

娑れて々 る々 ,。
. :´    :   |    .   I―    ■ i

i貫い|こ´`々 しやべるな「といぅと1チ9 !i    i   l        ―
E→w嘩狩lWされて,ヽる?,→前1彎,^ってる1晦が|つЬ     : [111

■方的に切|れるも  「
li! 

‐ : :   ■    ;   ‐

で

019121妙嵩詰|こ亨巣傘券誦日■氏
: ―

|  . : :   |   ・
:押谷氏が4戸 20甲|に

'ヽ

ナミボキ20本持ってこられると聞いているj市長16:oo～
13:00の時間をとつた。4日に再度連絡が来るj ―  :       テ

3



01,ゃ曇 制■H■HBI手電藷【相手方からの指示】     ・ ‐
日2丹代表需!やで。謙虚さがないよあいさうがない。:′

Bお前も藤井の名前をだす必要ない。関係な(わしが(協定の)豪取りしたと|

r妙言中に導る本ことお が聞(企Ⅲ聞きたか?■うこいや"と言ちモ蓋語を切られる。
i与あとで連絡あり、こんでええぞb l i―     _  i.l i! .::

基 I藁:航 ■ ■ ■ ■ ● II
ィ番先呼どF耳弓じⅢた内容と口じ

9「抄高市)長
|14長浜市から言い当したことだ1と認識して

fおられるとの手とき 
― .:  ●::! iイ I    I _上 !● |::    |

015:30押谷氏から森林組官から請求書来る1,本 8§OOtt x消費税の2o本とのこ
と意担当の名前をきくも、また連絡すると電話は切れる。ヽ  |  ・    :

`議
員とはテ1行動I(電車ホ1崩 )経費はご自分お負担t

相手方,解

6妙高市dB課長に上記|の 旨伝える。寒椿を送る時期は秋頃になるとの
「こと

.         :k            `            | :          !                      ´

1月 牛日(月 )11時ィ12時  i ・  !   i   i      ■
.

令派寧1手呼ぴ学峰日日、日B対応 | ●      I  I ■_●  ―
0議 鼻11■B議員同府   !!  ・

｀
 |   ,I _:!  ■

“″辱しやべつて有(市亭めが1ヂ 持々ちか
贔藝
長9言っ

:忘号見な雲

'兵

ζ二≧4害ぞ。藩井市長の事なんでしヽ谷うた」6月 ;

しと|れた志d■B事数|、 夜1眠Ⅲずメ)タルf=不調を吉たすよ :     i _

41月 7日 (末 ) に午前申電話ありoメ

ハナミズキの価格(1本 87o9円 文29本)の連絡あり。T市で出|せん分 lま‐ と

“

ではるとけよ"との発言 : i   !  ~   ‐`  !,I.:    !



0,

4Fll日
?め     に雫藷ゎりも

四請求書取りにこい。

日鞠 務部長(●欠長と協議学、
:地方ヨ治法施行令第167条の2第も与(緊魯あ必姜)により、滋資ヨヒ部森林組合と

嘘意契約止ょり樹本20本分を購入することI=する.デ  i        「
※49本苓⌒:■ 市ならの増早に、‡甲会議員の負担じた樹本を入れること「こ1商
.運がある1思われたため3 ■

! |_  I  I .I. 1
※随意契約 ■

^チ
|ズキの植樹適車時期は4月 |をあるため、早期手配が必

零で,事士ま●た本数を手酉己する|ことが可能な|たゅよ1 11 :|―  |:|  |

B4月
,?0日 防災危幹管理局か1妙芦市を議聞し、市長にr｀ナミボキをお渡しする。「

齢 負、簿谷1義貞向席    :           : :


